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産業経済部定期監査結果報告書 

 
１ 監査の実施日 

平成２２年１月２７日（木）商工政策課（企業誘致室） 

平成２２年２月１０日（木）国際交流貿易課、農務課、林務水産課 
 

２ 監査の対象 

 産業経済部 
商工政策課（企業誘致室）、国際交流貿易課、農務課、林務水産課（以下「各

課等」という。）に係る財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況。 

 

３ 監査の方法 

  監査は、あらかじめ提出を求めた調書及び関係諸帳簿を照合し、必要に応じ 
関係職員の説明を聴取して、財務及び事務事業の執行管理が適正に行われてい

るか否かについて確認を行った。 
 

４ 監査の結果 

  国際交流団体活動支援事業費補助金の事業内容については、外国人が日常生

活をするうえで日本人と同じような情報、教育、行政サービスを受けられる環

境づくりを目標とすべきである。 
なお、各課等における予算の執行及び事務処理は、おおむね適正に行われて

いるものと認められた。 
 

５ 各課等の予算執行状況は別表 1～４のとおりである。(別表省略) 

 

 


